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一票で変える女たちの会

かわらばん

シリーズ＜南北朝鮮とわたし＞１　日韓・日朝の歴史を学ぶ……伊東　輝
新聞記者望月衣塑子が、今投げかけるものとは

ドキュメンタリー映画「i- 新聞記者ドキュメント」を見て考えたこと……坂元良江
99％のための経済政策フォーラム第 7 回 開催報告……羽立教江

一票で変える女たちの会・Facebook から

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

昨
年
来
、
日
韓
関
係
が
著
し
く
悪
化
し

た
が
、
多
く
の
人
は
そ
れ
で
よ
い
と
は

思
っ
て
お
ら
ず
関
係
修
復
を
願
っ
て
い
る

と
思
う
。
た
だ
、
修
復
す
る
に
は
韓
国
が

譲
歩
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
少
な

く
な
い
。

　

し
か
し
日
本
も
、
植
民
地
時
代
に
つ
い

て
も
戦
後
に
つ
い
て
も
事
実
を
（
最
近
ま

で
の
研
究
を
踏
ま
え
て
）
知
り
、
考
え
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
。私
た
ち
の
多
く
は
、

高
校
ま
で
に
学
ぶ
歴
史
で
は
明
治
維
新
以

後
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
学
ば
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
筆
者
が
狭
い
な
が
ら
も
出
合
っ

た
こ
と
の
一
端
を
紹
介
し
、
意
見
交
換
で

き
れ
ば
と
思
う
。

　

歴
史
を
見
る
と
き
「
も
し
…
…
で
あ
っ

た
ら
」
や
「
も
し
…
…
で
あ
れ
ば
」
は
禁

物
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
昨
年
特
に
七
月

か
ら
の
日
韓
関
係
の
悪
化
の
中
で
心
を

痛
め
て
い
た
と
こ
ろ
、「
か
わ
ら
ば
ん
」

二
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
「『
負
い
目
』
に

正
し
く
向
き
合
い
、
変
革
の
力
に
」
の
中

に
、「
も
し
仮
に
日
本
が
…
…
最
低
で
も

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
七
月
に
降

伏
を
決
め
て
い
た
ら
朝
鮮
半
島
は
分
断
さ

れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
…
…
な
ぜ
な
ら

ソ
連
の
対
日
宣
戦
布
告
は
八
月
八
日
だ
っ

た
か
ら
で
す
。」（
八
頁
）
と
い
う
文
が
あ

り
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
私
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
視
点
は
日
韓
・
日

朝
関
係
の
問
題
を
考
え
る
際
の
補
助
線
と

し
て
意
識
し
て
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。

　

私
は
一
九
七
〇
年
九
月
か
ら
約
一
年

半
、
東
西
冷
戦
下
の
西
ベ
ル
リ
ン
に
住

み
、
そ
の
状
況
理
解
の
た
め
に
「
ド
イ
ツ

の
分
断
を
同
じ
敗
戦
国
の
日
本
に
当
て
は

め
れ
ば
、
名
古
屋
近
辺
で
東
西
に
分
け
ら

れ
、
東
の
中
の
東
京
二
三
区
が
東
西
に
分

け
ら
れ
、
西
は
米
英
仏
の
、
東
は
ソ
連
の

管
理
下
に
置
か
れ
、
私
は
二
三
区
の
西
の

方
（
壁
に
囲
ま
れ
た
）
に
住
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
」と
想
像
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

み
な
さ
ん
も
「
日
本
が
分
断
さ
れ
て
い
た

ら
…
…
」
と
想
像
さ
れ
た
こ
と
が
お
あ
り

で
し
ょ
う
か
。
日
本
が
分
断
さ
れ
な
か
っ

た
の
は
、戦
勝
国
米
ソ
の
争
い
が
始
ま
り
、

米
国
の
思
惑
で
日
本
は
米
国
の
占
領
下
に

置
か
れ
、
朝
鮮
半
島
が
分
断
さ
れ
た
か
ら

シ
リ
ー
ズ
〈
南
北
朝
鮮
と
わ
た
し
〉
１

日
韓
・
日
朝
の

歴
史
を
学
ぶ

伊
東
　
輝 
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で
し
ょ
う
。

　

ち
ょ
う
ど
昨
年
八
月
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
貴
重

な
資
料
に
基
づ
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

が
放
送
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
「
隠
さ
れ

た
戦
争
協
力　

朝
鮮
戦
争
と
日
本
人
」
を

繰
り
返
し
見
て
、「
も
し
日
本
が
七
月
に

降
伏
を
決
め
て
い
た
ら
…
…
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
。

　

そ
し
て
朝
鮮
戦
争
前
後
の
日
韓
・
日
朝

の
関
係
の
主
な
経
過
を
確
認
し
た
と
こ
ろ

は
次
の
と
お
り
で
、
朝
鮮
人
の
運
命
が
い

か
に
翻
弄
さ
れ
た
か
が
わ
か
っ
た
。

一 

九
四
五
年
八
月
一
五
日　

日
本
無
条
件

降
伏

一 

九
四
六
年
一
一
月
三
日　

日
本
国
憲
法

発
布

一 

九
四
七
年
五
月
二
日　

外
国
人
登
録
令

（
最
後
の
勅
令
）
発
布
施
行
。
旧
植
民

地
者
を
日
本
国
籍
を
持
ち
な
が
ら
外
国

人
と
み
な
し
た
（
こ
れ
に
よ
り
、
戦
時

中
日
本
人
と
し
て
従
軍
さ
せ
ら
れ
た
朝

鮮
人
が
恩
給
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
。

一
方
で
は
「
戦
犯
」
と
し
て
裁
か
れ
た
）

一 

九
四
七
年
五
月
三
日　

日
本
国
憲
法
施

行
一 

九
四
八
年
八
月
一
五
日　

大
韓
民
国
樹

立

一 

九
四
八
年
九
月
九
日　

朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
樹
立

一 

九
五
〇
年
六
月
二
五
日　

朝
鮮
戦
争
勃

発
一 

九
五
一
年
九
月
八
日　

日
本
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
（
四
八
カ

国
と
の
単
独
講
和
）

　
　

 

大
韓
民
国
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共

和
国
は
参
加
で
き
ず
。

　

 

中
華
人
民
共
和
国
、
中
華
民
国
（
台

湾
）
は
招
待
さ
れ
ず
。

　
 

イ
ン
ド
、
ビ
ル
マ
（
当
時
）、
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
招
か
れ
た
が
、

出
席
せ
ず
。

　

 

ソ
連
（
当
時
）、ポ
ー
ラ
ン
ド
、チ
ェ

コ
ス
ロ
バ
キ
ア
は
出
席
し
た
が
調

印
せ
ず
。

一 

九
五
二
年
四
月
二
八
日　

サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
で
日
本
は
主

権
を
回
復

一 

九
五
二
年
七
月
二
七
日　

朝
鮮
戦
争
停

戦
協
定
調
印

　

さ
ら
に
そ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
本
を
読
み

直
し
た
り
、
見
た
映
画
や
Ｔ
Ｖ
を
見
直
し

た
。

　

そ
の
一
つ
に
在
日
韓
人
歴
史
資
料
館
で

見
た
一
九
八
〇
～
一
九
九
〇
年
代
の
Ｔ
Ｖ

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
（
別
記
）
が
あ
る
。
内
容
は
紙

幅
の
関
係
で
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
タ
イ

ト
ル
か
ら
想
像
で
き
る
。
一
九
八
二
年

の
「
11
Ｐ
Ｍ
」
は
、
戦
後
三
六
年
に
な

る
一
九
八
一
年
に
、
敗
戦
前
の
三
六
年

（
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
～
敗
戦
ま
で
）

を
考
え
よ
う
と
企
画
さ
れ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
放
送
局
が
事
実
を
調
べ
、
ゲ
ス
ト

の
研
究
者
も
「
貴
重
な
証
言
」
と
評
価
し

て
い
た
。
さ
ら
に
司
会
者
の
大
橋
巨
泉
氏

が
率
直
な
感
想
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
現

在
の
多
く
の
Ｔ
Ｖ
が
政
権
を
忖
度
し
て
い

る
状
況
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
だ
。

番
組
に
は
「
も
っ
と
続
け
て
ほ
し
い
」「
再

放
送
を
」
な
ど
の
声
が
多
く
届
い
た
こ
と

も
（
も
ち
ろ
ん
「
日
本
の
恥
ず
か
し
い
こ

と
を
放
送
す
る
な
」
と
い
う
声
も
届
い
た

が
紋
切
り
型
で
、
数
は
多
く
は
な
か
っ
た

こ
と
も
）
紹
介
し
て
い
た
。
日
本
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
会
議
の
表
彰
も
受
け
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。

　
「
11
Ｐ
Ｍ
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た

教
科
書
の
内
容
の
検
討
は
大
事
な
こ
と
だ

が
、
実
際
に
そ
れ
を
ど
う
教
え
る
か
も
大

事
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
調
べ
た
と
こ

ろ
、
一
九
九
三
年
か
ら
「
日
韓
歴
史
教
育

交
流
会
」
が
開
か
れ
、
毎
年
日
韓
両
国
の

二
～
三
人
が
実
践
を
発
表
し
意
見
交
換
を

行
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、

最
近
そ
の
報
告
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
。

今
後
も
続
く
こ
と
を
切
に
願
う
。
因
み
に

こ
の
交
流
会
の
母
体
と
な
る
歴
史
教
育
者

協
議
会
か
ら
毎
月
発
行
さ
れ
て
い
る
「
歴

史
地
理
教
育
」
二
〇
一
九
年
三
月
号
通
巻

八
九
一
号
は
「
三
・
一
独
立
運
動
、
五
・
四

運
動
一
〇
〇
年
と
日
本
」
の
特
集
を
編

み
、
日
韓
中
三
国
の
研
究
者
が
寄
稿
し
て

い
る
。
そ
の
他
の
号
に
も
参
考
に
な
る
特

集
が
多
数
あ
り
、
入
手
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
、
昨
年
夏
に
日
韓
の
高
校
生
が
日

本
で
合
宿
を
し
て
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
意

見
交
換
を
し
た
、
と
い
う
Ｔ
Ｖ
報
道
が

あ
っ
た
。
高
校
生
達
は
最
初
歴
史
の
見
方

の
大
き
な
開
き
に
戸
惑
っ
て
い
た
が
、
終

わ
り
に
は
打
ち
解
け
合
っ
て
「
こ
の
交
流

を
し
て
よ
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た
。

　

若
者
、
教
育
現
場
以
外
で
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。

　

長
年
の
活
動
が
知
ら
れ
て
い
る
「
女
た

ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
」
や
「
韓
国
・

朝
鮮
人
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
を
応
援
す
る

会
」
な
ど
の
他
に
も
、
身
近
に
出
会
う
在

日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
か
か
え
る
問
題
に
耳

を
傾
け
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
例
え
ば

「
調
布
ム
ル
レ
の
会
」
は
一
九
七
九
年
に

在
日
者
の
国
保
・
国
民
年
金
加
入
運
動
を
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き
っ
か
け
に
学
習
・
交
流
を
始
め
、
以
後

も
続
け
た
と
い
う
（
残
念
な
こ
と
に
会
員

の
高
齢
化
な
ど
の
理
由
で
三
月
に
活
動
を

閉
じ
、
次
の
世
代
に
託
さ
れ
る
）。
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
会
や
仏
教
の
寺
で
も
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
交
流
し
て
い
る
。

　

以
上
の
各
分
野
で
の
取
り
組
み
に
共
通

す
る
の
は
「
ど
ん
な
問
題
も
、
人
権
の
視

点
で
と
ら
え
れ
ば
、
他
人
事
で
な
く
自
分

事
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
で
き
る
範
囲

で
、
在
日
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
と
の
間

で
も
、
日
本
人
同
士
で
も
情
報
交
換
・
意

見
交
換
を
し
て
、
交
流
し
た
い
。
そ
れ
が

日
韓
・
日
朝
に
、
さ
ら
に
世
界
に
広
が
る

こ
と
も
あ
る
と
思
う
。

二
〇
二
〇
年
二
月
四
日 

記

　

1980 ～ 90 年代のテレビドキュメンタリー　　　　　在日韓人歴史資料館所収

1982 年　日本テレビ「11PM」　「アジアと共に生きる―韓国から見た日本」
 2 月 1 日　くいちがう歴史教育と教科書
 3 月 1 日　女子挺身隊という名の従軍慰安婦、樺太未帰還者・BC 級戦犯、原爆被害者
　 3 月 8 日　差別の壁を越えて　日本と韓国・朝鮮新世代の連帯
　 10 月 4 日　日帝３６年　韓国・朝鮮と日本
　 10 月 11 日　くいちがう日・朝歴史教育
1984 年　毎日放送
 8 月 11 日　「浮島丸　釜山へ向かわず」
1991 年　テレビ朝日
　 12 月 4 日　ザ・スクープ・追跡「朝鮮人慰安婦、知られざる真実」
1992 年　ＮＨＫ
　 8 月 14 日　調査報告　アジアからの訴え～問われる日本の戦後処理～
1993 年　ＮＨＫ
　 8 月 1 日　調査報告　朝鮮人強制連行～初公開・6 万 7 千人の名簿から～
1994 年　青森放送
　 7 月 25 日　NNN ドキュメント「恨（ﾊﾝ）の海～裁かれる浮島丸事件・・・その真実は・・・」
1996 年　ＮＨＫ
　 12 月 28 日　アジアの従軍慰安婦、51 年目の声

以上は在日韓人歴史資料館で、現在でも視聴できる。

在日韓人歴史資料館 
東京都港区南麻布１丁目７−32 韓国中央会館別館　http://www.j-koreans.org/
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東
京
新
聞
社
会
部
記
者
望
月
衣
塑
子
を

追
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
i-

新
聞
記
者
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
は
、
同
じ
く

望
月
記
者
の
著
書
『
新
聞
記
者
』
を
原
作

と
す
る
映
画「
新
聞
記
者
」の
空
前
の
ヒ
ッ

ト
に
続
い
て
公
開
さ
れ
た
。

　

私
の
第
一
印
象
は
、
ド
ラ
マ
よ
り
よ
っ

ぽ
ど
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
ほ
う
が

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
、と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

監
督
は
森
達
也
、
社
会
派
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
の
監
督
と
し
て
定
評
が
あ
る
。

「
i-

新
聞
記
者
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
を
見

た
後
、映
画
「
新
聞
記
者
」
の
印
象
が
す
っ

か
り
薄
れ
て
し
ま
っ
た
く
ら
い
だ
。

　

冒
頭
、
取
材
し
た
い
家
を
飛
び
込
み
で

何
軒
も
訪
問
、
路
地
裏
や
ア
パ
ー
ト
の
階

段
を
あ
が
っ
て
訪
問
す
る
家
は
ど
こ
も
留

守
ば
か
り
、
大
き
な
荷
物
を
引
き
ず
っ
て

速
足
で
歩
く
望
月
記
者
の
姿
が
あ
ま
り
に

自
然
体
、「
え
っ
、
こ
れ
ド
ラ
マ
だ
っ
け
」

と
錯
覚
し
て
し
ま
う
ほ
ど
ド
ラ
マ
っ
ぽ

い
。
最
初
か
ら
望
月
記
者
の
迫
力
に
圧
倒

さ
れ
て
映
画
は
始
ま
っ
た
。

　

取
材
先
や
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
る
。

辺
野
古
の
埋
め
立
て
土
砂
に
約
束
よ
り
は

る
か
に
多
い
赤
土
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
現
地
で
取
材
し
沖
縄
防
衛
局
の
責
任
者

を
追
及
、
森
友
疑
惑
の
籠
池
夫
妻
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
、
準
強
姦
被
害
裁
判
中
だ
っ
た

伊
藤
詩
織
さ
ん
と
は
心
か
ら
打
ち
解
け
た

会
話
、
取
材
の
場
面
場
面
で
望
月
記
者
は

様
々
な
顔
を
見
せ
る
。
そ
し
て
い
つ
も
自

然
体
で
接
し
て
相
手
の
信
頼
を
得
て
い

る
。

　

仕
事
の
合
間
に
は
タ
ク
シ
ー
の
中
で
子

ど
も
た
ち
と
テ
レ
ビ
電
話
で
い
そ
が
し
く

し
ゃ
べ
り
、
職
場
で
、
夫
の
作
っ
て
く
れ

た
お
弁
当
を
ほ
お
ば
る
。
実
に
人
間
的
な

の
だ
。
こ
れ
だ
け
忙
し
く
各
地
を
飛
び
回

り
、
取
材
先
へ
足
早
に
急
ぐ
望
月
記
者
が

子
育
て
中
で
あ
る
こ
と
、
夫
は
こ
の
ア
ク

テ
ィ
ブ
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
た
め
に
弁
当
を

作
っ
て
く
れ
る
人
で
あ
る
こ
と
に
も
感
動

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
納
得
の
い
く
仕

事
ぶ
り
、
納
得
し
て
も
ら
え
る
生
き
方
を

し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
家
族
な
の
だ
ろ

う
。

　

官
邸
で
の
記
者
会
見
の
様
子
は
こ
の
映

画
の
中
心
部
分
。
望
月
衣
塑
子
記
者
へ
の

質
問
妨
害
は
ネ
ッ
ト
上
や
様
々
な
集
会
な

ど
で
語
ら
れ
て
も
い
て
す
で
に
よ
く
知
ら

れ
て
は
い
る
が
、
森
監
督
の
み
ご
と
な
編

集
の
お
か
げ
で
、
菅
官
房
長
官
が
い
か
に

差
別
的
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
滑
稽
で
す
ら

あ
る
こ
と
や
官
邸
記
者
ク
ラ
ブ
の
司
会
担

当
者
の
質
問
妨
害
が
、
そ
れ
ま
で
部
分
的

に
見
聞
き
し
た
も
の
か
ら
想
像
す
る
よ
り

は
る
か
に
酷
い
こ
と
が
露
呈
す
る
。

　

望
月
記
者
は
社
会
部
記
者
で
官
邸
の
記

者
ク
ラ
ブ
、
内
閣
記
者
会
に
所
属
す
る
政

治
部
記
者
と
は
ス
タ
ン
ス
が
違
う
。
各
省

庁
の
記
者
会
に
属
す
る
記
者
た
ち
は
省
庁

発
表
の
情
報
を
そ
の
ま
ま
記
事
に
し
て
社

に
送
る
（
こ
と
が
多
い
）。
記
者
ク
ラ
ブ

に
属
さ
な
い
も
の
に
は
排
他
的
だ
。

　

今
で
こ
そ
テ
レ
ビ
局
も
記
者
ク
ラ
ブ
所

属
を
許
さ
れ
て
い
る
が
テ
レ
ビ
が
ま
だ
新

し
い
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
頃
、
テ
レ
ビ
は
記

者
ク
ラ
ブ
に
入
れ
な
か
っ
た
。
放
送
記
者

は
毎
日
記
者
ク
ラ
ブ
に
通
っ
て
ソ
フ
ァ
の

片
隅
に
座
っ
て
顔
を
つ
な
ぎ
、
や
っ
と
ク

ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
。

　

社
会
部
所
属
の
望
月
記
者
は
記
者
会

の
「
お
作
法
」
に
の
っ
と
っ
た
質
問
を
し

な
い
と
か
空
気
が
読
め
な
い
と
か
、
と
か

く
批
判
さ
れ
妨
害
に
遭
う
。
映
画
が
公
開

さ
れ
、
官
邸
記
者
会
見
の
望
月
記
者
差
別

の
様
子
が
さ
ら
に
明
る
み
に
出
た
後
、
さ

ら
な
る
望
月
衣
塑
子
記
者
外
し
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
い
る
と
い
う
最
近
の
報
道
が

あ
る
。
こ
れ
ま
で
記
者
会
見
で
は
記
者
が

挙
手
し
て
い
る
限
り
指
名
し
続
け
る
ル
ー

ル
に
な
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
望
月

記
者
が
手
を
挙
げ
て
い
て
も
菅
官
房
長
官

は
指
名
せ
ず
、
会
見
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま

う
。
内
閣
記
者
会
の
幹
事
社
の
司
会
者
も

そ
れ
に
加
担
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

疑
わ
れ
て
い
る
の
だ
。（
論
座
二
〇
二
〇

年
二
月
二
日
号
）

　

望
月
衣
塑
子
記
者
と
内
閣
記
者
会
の
関

係
は
現
在
の
マ
ス
コ
ミ
の
あ
り
よ
う
を
見

事
に
わ
か
り
や
す
く
図
式
化
し
て
い
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
望
月
記

者
は
自
分
の
足
で
取
材
し
て
そ
こ
で
得
た

疑
問
や
質
問
を
記
者
会
見
で
ぶ
つ
け
て
い

る
。
一
方
、
御
用
記
者
た
ち
は
政
府
広
報

よ
ろ
し
く
会
見
発
表
内
容
を
記
事
に
し

て
、
本
来
の
新
聞
記
者
ら
し
い
記
事
は
忖

度
し
て
書
く
こ
と
も
し
な
い
。
会
見
の
様

子
や
、
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
研
究

者
、
活
動
家
な
ど
か
ら
の
発
信
を
ネ
ッ
ト

上
で
見
て
、
な
ぜ
こ
れ
を
大
新
聞
は
大
き

く
取
り
上
げ
な
い
の
か
、
と
苛
立
つ
こ
と

新
聞
記
者
望
月
衣
塑
子
が
、

今
投
げ
か
け
る
も
の
と
は

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

「
i-

新
聞
記
者
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」

を
見
て
考
え
た
こ
と

坂
元
良
江
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は
度
々
だ
。

　
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
権
力
を
監
視
す

る
役
割
を
負
っ
て
い
る
」
と
私
は
若
い
頃

先
輩
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
か
ら
学
ん

だ
。
望
月
記
者
も
「
権
力
者
が
隠
し
た
い

と
思
う
こ
と
を
明
る
み
に
出
す
」
の
が
記

者
だ
と
著
書
『
新
聞
記
者
』
に
書
い
て
い

る
。

　

望
月
衣
塑
子
記
者
の
東
京
新
聞
社
が
、

か
つ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
で
の
北
爆
の
真
実
を

ス
ク
ー
プ
し
た
ニ
ー
ル
・
シ
ー
ハ
ン
記
者

の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
や
ニ
ク
ソ

ン
大
統
領
を
退
陣
に
追
い
込
ん
だ
ウ
オ
ー

タ
ー
ゲ
イ
ト
疑
惑
の
掲
載
に
踏
み
切
っ
た

ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
の
よ
う
で
あ
っ
て

く
れ
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。　

各地で上映中。
これから公開されるところもある

　

第
七
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
二
〇
二
〇
年

一
月
二
八
日
午
後
、
衆
議
院
第
一
議
員
会

館
大
会
議
室
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

テ
ー
マ
は
、 

 

「
全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
を
斬
る
。
安

心
で
き
る
社
会
保
障
を
！　

～
年
金
制
度

改
革
を
中
心
に
～
」

　

講
師
は
、
伊
藤
周
平
さ
ん
（
鹿
児
島
大

学
教
授
、
社
会
保
障
法
）
で
す
。

　

前
回
（
昨
年
二
月
）
同
様
、
日
本
の
社

会
保
障
制
度
で
す
が
、
今
回
は
特
に
、
年

金
制
度
の
問
題
点
な
ど
を
中
心
に
話
さ
れ

ま
し
た
。
伊
藤
教
授
の
講
話
は
多
岐
に
亘

り
、
専
門
用
語
も
多
く
、
難
解
な
部
分
も

あ
り
ま
し
た
。が
、笑
い
を
誘
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
な
ど
も
交
え
た
平
易
な
話
し
方
で
、
参

加
者
は
、熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

以
下
、
要
約
を
お
伝
え
し
ま
す
。

わ
が
国
の
現
状

　

日
本
の
公
的
年
金
制
度
は
、
一
六
〇
兆

円
も
の
巨
額
の
積
立
金
（
株
式
な
ど
に
投

資
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
）
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
今
後
、
ま
す
ま
す
厳
し
く

な
り
そ
う
で
、
先
が
見
え
ず
不
安
が
一
杯

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
な
の

か
？

　

年
金
制
度
が
国
民
に
充
分
に
知
ら
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
だ
。

　

現
在
、
日
本
で
は
高
齢
者
を
は
じ
め
、

あ
ら
ゆ
る
世
代
に
貧
困
が
拡
大
、
深
刻
化

し
て
い
る
。
要
介
護
認
定
３
以
上
で
な
け

れ
ば
入
れ
な
い
「
特
養
」
へ
の
入
所
希
望

者
が
三
七
万
人
に
上
る
な
か
で
、
老
老
介

護
で
疲
れ
は
て
経
済
的
に
追
い
詰
め
ら
れ

た
結
果
の
「
心
中
事
件
」
の
続
発
。
人
生

の
先
が
見
え
な
い
の
で
不
安
に
駆
ら
れ
、

少
な
い
貯
金
も
使
わ
ず
に
貯
め
こ
む
。
安

心
で
き
る
年
金
制
度
の
確
立
が
で
き
て
い

な
い
日
本
の
現
状
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
世
界
的
に
み
て
、
日
本
の
社

会
保
障
制
度
は
低
い
う
え
に
、
さ
ら
に
、

全
体
と
し
て
削
減
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
社
会
保
障
を
行
う
に
は
消
費
税
が
必
要
」

と
の
政
府
に
よ
る
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
効
い
て
い
る
。
特
に
年
金
問
題
で
、

現
政
府
は
「
世
代
間
の
対
立
」
を
煽
っ
て

い
る
。「
全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
」
の

本
質
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
年
金
改
革

① 

二
〇
〇
四
年
改
革

　
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」

　

保
険
料
水
準
を
固
定
し
、
給
付
水
準
を

削
減
す
る
（
そ
れ
ま
で
は
、
給
付
水
準
を

維
持
す
る
た
め
に
、
保
険
料
を
引
き
上
げ

た
。
物
価
や
賃
金
が
上
が
れ
ば
年
金
も
ス

ラ
イ
ド
し
て
上
が
っ
て
い
た
）。

　

平
均
余
命
伸
び
率
0.3
％
と
、
公
的
年
金

保
険
者
総
数
の
減
少
率
0.6
％
を
前
提
に
算

出
す
る
た
め
、
年
金
の
実
質
価
値
は
低
下

す
る
。

・「
一
〇
〇
年
安
心
」
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と

　

政
府
が
言
う
「
一
〇
〇
年
安
心
」
と

は
、「
年
金
制
度
の
維
持
を
一
〇
〇
年
可

能
に
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
て
、「
国
民
が

一
〇
〇
年
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
」
意
味
で

は
な
か
っ
た
（
制
度
が
維
持
さ
れ
て
も
国

民
生
活
が
持
続
可
能
で
な
け
れ
ば
、
意
味

が
な
い
）。

② 

二
〇
一
二
年
改
革

・
年
金
機
能
強
化
法
（
消
費
税
10
％
増
税

を
財
源
と
す
る
）。
実
施
は
二
〇
一
九
年

「
99
％
の
た
め
の
経
済
政
策

フ
ォ
ー
ラ
ム
」

第
七
回
　
開
催
報
告羽

立
教
江
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一
〇
月
。

・
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
法
（
加
入

期
間
に
比
例
す
る
の
で
、
一
〇
年
加
入

で
一
二
五
〇
円
／
月
に
し
か
な
ら
な
い

し
、  

無
年
金
者
・
未
納
者
は
対
象
に
な

ら
な
い
）

・
年
金
改
革
関
連
法
（
二
〇
〇
〇
年
～

二
〇
〇
二
年
デ
フ
レ
に
よ
る
物
価
ス
ラ
イ

ド
＊
七
兆
円
分
を
二
〇
一
三
～
一
五
年
度

に
持
ち
越
し
、
年
金
減
額
を
断
行
し
た
）

・
ひ
と
り
親
家
庭
・
障
が
い
者
へ
の
特
例

水
準
（
1.7
％
）
を
減
額
（
こ
の
措
置
に
た

い
し
て
は
憲
法
二
五
条
「
生
存
権
」
違
反

と
し
て
全
国
各
地
で
取
消
訴
訟
が
提
訴
さ

れ
た
）

③
二
〇
一
六
年
改
革

・
持
続
可
能
性
向
上
法—

キ
ャ
リ
ー
オ
ー

バ
ー
制
度
の
導
入
（
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
＊
＊
が
実
施
さ
れ
な
い
年
は
、
翌
年
度

以
降
に
持
ち
越
す
→
持
ち
越
し
て
ま
で
年

金
を
下
げ
る
）

 ・
年
金
機
能
強
化
法
改
正
法
（
受
給
資
格

二
五
年
を
一
〇
年
に
短
縮
。
無
年
金
者
は

減
少
す
る
が
、
一
〇
年
加
入
で
は
、
年
金

額
は
月
に
一
六
、〇
〇
〇
円
に
し
か
な
ら

な
い
の
で
、
低
年
金
の
高
齢
者
が
増
大
。

障
が
い
一
級
の
基
礎
年
金
は
一
・
二
五
倍

な
の
で
、
年
間
一
〇
〇
万
円
弱
。
障
が
い

者
の
比
率
が
、
日
本
は
４
％
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

加
盟
国
平
均
は
14
％
。
認
定
人
数
も
金
額

も
、
諸
外
国
に
比
べ
断
然
少
な
い
）

　

日
本
は
、
無
年
金
者
の
実
態
把
握
も
で

き
て
い
な
い
。
推
計
、
約
一
〇
〇
万
人
と

い
う
説
も
あ
る
。

二
〇
一
九
年
八
月
、
財
政
検
証
結
果
報
告

の
問
題
点

　

五
年
に
一
度
の
財
政
検
証
結
果
報
告
で

は
、
公
的
年
金
収
支
や
給
付
見
通
し
を
公

表
す
る
。
二
〇
一
九
年
版
で
は
、
経
済
成

長
と
労
働
参
加
（
労
働
人
口
、
就
業
率
な

ど
）
に
よ
る
将
来
推
計
六
ケ
ー
ス
と
、
オ

プ
シ
ョ
ン
ケ
ー
ス
と
し
て
、
短
時
間
労
働

者
の
厚
生
年
金
移
行
、
厚
生
年
金
加
入
年

齢
の
七
五
歳
ま
で
の
延
長
に
よ
る
保
険
料

の
増
加
な
ど
を
付
け
、
所
得
代
替
率(

受

給
開
始
時
の
年
金
額
と
現
役
世
代
の
手
取

収
入
額
と
の
比
率
）
50
％
の
確
保
を
目
安

に
し
て
い
る
。

① 

モ
デ
ル
世
帯
（
夫
は
四
〇
年
間
厚
生

年
金
加
入
、
妻
は
四
〇
年
間
専
業
主
婦
）

は
少
な
い
の
が
実
態
。
共
働
き
、
一
人
暮

ら
し
所
帯
、
非
正
規
労
働
者
、
等
の
所
得

代
替
率
は
、
50
％
よ
り
さ
ら
に
少
な
く
な

る
。

② 

年
金
生
活
者
の
年
金
は
、
何
故
「
手

取
り
」
で
計
算
し
な
い
の
か
？ 

Ｉ
Ｌ
Ｏ

勧
告
で
は
、「
夫
婦
の
従
前
所
得
の
55
％

以
上
」
が
基
準
。
50
％
で
は
な
い
。

③ 

年
金
は
、
受
け
取
り
開
始
（
初
回
）

の
時
期
以
降
の
手
取
額
は
下
が
っ
て
く
る

は
ず
（
代
替
率
の
低
下
）。

④
（
最
大
の
問
題
と
し
て
）
基
礎
年
金
の

み
の
受
給
者
は
、
厚
生
年
金
受
給
者
に
比

べ
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
効
果
が
大

で
、
年
金
の
下
が
り
か
た
が
激
し
い
。
現

役
時
代
に
低
賃
金
だ
っ
た
人
ほ
ど
大
き
く

年
金
が
減
少
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
礎

年
金
が
最
低
生
活
保
障
に
役
立
た
な
い
。

年
金
保
険
の
現
状
と
課
題

　

第
１
号
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
に
加
入

出
来
な
い
非
正
規
労
働
者
）
の
増
大
。

〈
国
民
年
金
〉

　

国
民
保
険
料
（
月
額
一
六
、〇
〇
〇
円
、

所
得
の
有
無
に
関
係
無
く
一
律
）の
未
納
・

滞
納
・
免
除
の
増
加
に
よ
り
年
金
の
無
給

付
、
低
額
給
付
と
な
り
老
後
の
最
低
生
活

破
綻
。

〈
厚
生
年
金
〉

　

正
社
員
の
保
険
料
は
事
業
主
負
担
二
分

の
一
だ
が
、
非
正
規
労
働
者
の
事
業
主
負

担
は
な
い
の
で
、
中
小
企
業
は
非
正
規
労

働
者
頼
み
。
厚
生
年
金
未
加
入
事
業
所
の

労
働
者
二
〇
〇
万
人
。

・
老
齢
基
礎
年
金
の
み
の
受
給
者
は
三
、

　

〇
五
六
万
人
。

・
平
均
月
額
五
五
、五
〇
〇
円
（
生
活
保

　

護
基
準
を
下
回
る
）

・
貧
困
率
56
％
（
女
性
の
単
身
所
帯
の
比

　

率
が
高
い
）

〈
現
状
〉

・
全
世
代
の
社
会
保
障
の
底
上
げ
が
必
要

　

だ
が
、
逆
に
削
減
さ
れ
て
い
る
。

・
年
金
水
準
が
一
般
市
民
の
生
活
費
の
半

　

額
程
度
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

・
支
給
年
金
額
か
ら
天
引
控
除
さ
れ
る
医

　

療
・
介
護
保
険
の
負
担
を
考
慮
し
て
い

　

な
い
。

・「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」
の
一
律
適

＊
＊

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
＝
年
金
加
入
者
の
減
少

や
平
均
寿
命
の
延
び
、
社
会
の
経
済
状
況
を
考

慮
し
て
年
金
の
給
付
金
額
を
カ
ッ
ト
す
る
制
度
。

二
〇
〇
四
年
に
導
入
さ
れ
た
。

＊
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
＝
物
価
の
変
動
に
応
じ
て
年

金
額
を
改
定
、
ま
た
は
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
制
度
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用
に
よ
り
、
基
礎
年
金
が
最
低
生
活
保

　

障
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
。

最
低
保
障
年
金
の
構
想

　

憲
法
二
五
条
、
国
民
年
金
法
一
条
に
基

づ
き
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
」
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
状

は
、
死
ぬ
ま
で
働
き
続
け
る
か
、
生
活
保

護
か
！　

日
本
は
税
と
社
会
保
障
に
よ
る

所
得
配
分
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

次
の
四
点
が
必
要
で
あ
る
。

①
最
低
保
障
年
金
を
確
立
す
る（
二
〇
一
三

年
、
国
連
社
会
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
日

本
政
府
へ
の
勧
告
）。

（
日
本
年
金
者
組
合
に
よ
る
月
額
八
万
円

の
老
齢
保
障
年
金
の
提
言
）

②
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
対
象
を
無

年
金
者
に
も
拡
大
し
、支
給
額
を
増
や
す
。

③
年
金
積
立
金
一
六
〇
兆
円
の
う
ち
、

五
〇
兆
円
（
一
年
分
の
給
付
費
）
の
み
残

し
て
一
〇
〇
兆
円
を
計
画
的
に
取
り
崩

し
、年
金
水
準
引
き
上
げ
の
財
源
に
す
る
。

④
税
金
の
使
い
途
を
国
民
が
注
視
す
る
。

税
制
改
革
と 

社
会
保
障
改
革
の
方
向

　

社
会
保
障
制
度
を
変
え
、
消
費
税
で
な

い
方
法
で
財
源
を
確
保
す
る
。

―
現
状
―

　

再
配
分
の
結
果
、
子
供
の
貧
困
率
が
上

が
っ
て
い
る
。

理
由　

 

取
る
べ
き
で
な
い
低
所
得
者
か
ら

税
を
取
り
、
再
配
分
す
べ
き
手
当

や
年
金
が
少
な
い
。 

対
応　

 

高
所
得
者
か
ら
税
を
取
り
、
低
所

得
者
へ
の
再 

配
分
を
強
化
す
る
。

　

現
状
、
二
〇
二
〇
年
予
算
の
税
収

六
二
兆
円
の
う
ち
、
間
接
税
で
あ
る
消
費

税
が
二
二
兆
円
で
、
第
一
位
、
直
接
税
で

あ
る
所
得
税
を
上
回
っ
て
い
る
。
消
費
税

は
逆
進
性
が
高
く
、
将
来
、
廃
止
す
べ
き
。

税
は
、
担
税
力
に
基
づ
く
「
応
能
負
担
」

で
あ
る
べ
き
。こ
の
三
〇
年
間
で
法
人
税
・

所
得
税
（
直
接
税
）
は
減
税
さ
れ
、
消
費

税
（
間
接
税
）
が
、
そ
の
穴
埋
め
に
な
っ

て
い
た
。

応
能
負
担
へ
の
税
制
改
革

①
有
価
証
券
税
制
の
よ
う
な
分
離
課
税
対

象
所
得
す
べ
て
を
「
所
得
」
に
合
算
し
、

総
合
課
税
に
す
る
。

②
金
融
所
得
の
税
率
（
20
％
）
を
引
き
上

げ
る
。

③
引
き
下
げ
ら
れ
た
給
与
所
得
控
除
額
を

上
げ
る
。

④
法
人
税（
累
進
税
率
）」の
引
き
下
げ
を
、

こ
れ
以
上
、
行
な
わ
な
い
。
出
来
る
だ
け

元
に
戻
す
。

⑤
大
企
業
優
遇
税
制
（
租
税
特
別
措
置
）

の
廃
止
も
し
く
は
縮
小
。

　

法
人
税
・
所
得
税
の
不
公
平
税
制
の
是

正
の
実
施
に
よ
り
、
国
税
で
二
七
・
三
兆

円
、
地
方
税
一
〇
・
七
兆
円
、
合
計

三
八
兆
円
の
増
収
（
試
算
）
と
な
る
。
消

費
税
５
％
へ
の
減
税
も
可
能
と
な
る
。

社
会
保
障
改
革

　

社
会
保
険
料
の
負
担
を
軽
減
す
る
。
特

に
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
は
高
額
な
の
で
年
金
の
半
額
に
相
当
す

る
ケ
ー
ス
も
出
て
い
る
。

　

無
収
入
者
・
低
所
得
者
に
対
す
る
支
払

義
務
は
免
除
す
べ
き
。

　

控
除
は
、所
得
に
応
じ
て
定
率
に
す
る
。

所
得
ゼ
ロ
な
ら
支
払
保
険
料
も
ゼ
ロ
に
な

る
。

社
会
保
険
料
徴
収
の
方
式

・
保
険
料
方
式

   

事
業
主
負
担
に
つ
い
て
（
本
来
、
日
本

は
低
い
が
）
中
小
企
業
は
減
額
し
、
そ
の

他
は
増
額
す
る
。

   

国
庫
負
担
を
元
に
戻
し
て
40
％
水
準
に

す
る
と
、
保
険
料
は
協
会
け
ん
ぽ
並
み
に

低
く
で
き
る
。

・
税
方
式

   

利
益
に
応
じ
て
課
税
す
る
。
標
準
報
酬

月
額
上
限
、

　

健
康
保
険
一
三
九
万
円
、

　

厚
生
年
金
保
険
六
二
万
円
。

（
高
所
得
者
の
上
限
を
協
会
け
ん
ぽ
並
み
の

一
三
九
万
円
に
引
き
上
げ
る
と
、
保
険
料
は

一・六
兆
円
の
増
収
と
な
る
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　

高
齢
で
病
気
に
な
り
易
い
人
が
多
く
、

健
康
保
険
組
合
な
ど
の
支
援
給
付
金
に

頼
っ
て
い
る
た
め
、
健
康
保
険
組
合
の
支

援
負
担
が
大
き
く
、
組
合
の
解
散
要
因
に

な
る
場
合
も
あ
る
。

・
介
護
保
険

　

一
生
に
一
度
で
も
、
利
用
す
る
人
は
二

割
し
か
い
な
い
。

本
人
負
担
一
割
→
「
一
万
円
の
壁
（
負
担

の
限
度
）」
で
、
月
一
〇
万
円
の
ケ
ア
・

プ
ラ
ン
し
か
作
れ
な
い
。
現
金
を
払
え
な

い
分
は
家
族
が
介
護
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

→
悲
劇
に
つ
な
が
る
。
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在
宅
介
護
す
る
家
族
に
も「
介
護
給
付
」

や
「
労
災
給
付
」
を
行
う
べ
き
（
ド
イ
ツ

で
は
実
施
さ
れ
て
い
る
）。

　

介
護
保
険
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
、

保
険
料
方
式
（
一
律
徴
収
）
に
馴
染
ま
な

い
。

税
制
改
革
は
で
き
る
か
？

　

現
政
権
下
で
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由

は
、
大
企
業(

法
人)

か
ら
多
額
の
政
治

献
金
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
あ

る
な
ら
ば
、
今
後
な
す
べ
き
こ
と
は
、
次

の
二
点
で
あ
ろ
う
。

◉
野
党
は
、
税
制
・
社
会
保
障
改
革
の
行

程
表
を
作
る
べ
き

◉
市
民
は
改
革
す
る
よ
う
「
声
を
上
げ
る

べ
き
」
そ
し
て
「
諦
め
な
い
こ
と
」
が
重

要質
疑
応
答
か
ら

〈
質
問
１
〉 

高
齢
者
社
会
保
障
改
革
で
、

「
保
険
方
式
」
を
「
税
方
式
」
に
転
換
し

た
場
合
、
必
要
に
な
る
財
源
は
、
い
く
ら

ぐ
ら
い
に
な
る
か
？

〈
回
答
〉
介
護
保
険
で
五
兆
円(

プ
ラ
ス

一
～
二
兆
円)

、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

で
５
兆
円
、
総
額
一
〇
兆
円
プ
ラ
ス
ア
ル

フ
ァ
程
度
。

〈
質
問
２
〉　

若
い
現
役
世
代
が
不
安
に
思

っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
安
心
で
き

る
「
積
立
方
式
」
の
年
金
（
自
分
の
年
金

は
、
自
分
で
積
み
立
て
る
）
は
、
ど
う
だ

ろ
う
か
？

〈
回
答
〉
積
立
方
式
年
金
は
、
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
で
破
綻
し
た
。
予
測
す
る
こ
と

に
無
理
が
あ
る
か
ら
だ
。多
く
の
国
が（
日

本
の
よ
う
に
）
賦
課
方
式
へ
と
移
行
し
て

い
る
。

＊

　

昨
年
二
月
（
第
三
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に

続
い
て
の
開
催
で
も
あ
り
、
当
日
の
生
憎

の
悪
天
候
も
あ
っ
て
、今
回
の
参
加
者
は
、

八
〇
名
弱
に
止
ま
り
ま
し
た
が
、
国
会
の

会
期
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
島
み
ず
ほ

（
社
民
党
参
議
院
議
員
）、
柿
澤
未
途
（
無

所
属
、
衆
議
院
議
員
）、
落
合
貴
之
（
立

憲
民
主
党
、
衆
議
院
議
員
）
他
、
七
名
の

国
会
議
員
が
参
加
、
質
疑
応
答
ま
で
、
熱

心
に
傾
聴
さ
れ
て
い
た
の
は
、
心
強
い
限

り
で
し
た
。
な
か
で
も
れ
い
わ
新
選
組
の

木
村
英
子
参
議
院
議
員
の
車
椅
子
で
の
参

加
は
、
注
目
を
集
め
て
い
ま
し
た
。

　

当
日
の
講
演
の
動
画
と
レ
ジ
ュ
メ
（
配

布
資
料
）
は
、「
99
％
の
た
め
の
経
済

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
御
覧

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ホームページ
https://99forum.jimdofree.com/

戦争
しな
い

『
一
票
で
変
え
る
女
た
ち
の
会
」
か
わ
ら
版

＊
印
刷
版
を
ご
希
望
の
方
は
左
記
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
問
合
せ
欄
か
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

★
投
稿
大
歓
迎
！　

　
本
や
映
画
の
紹
介
、
地
域
で
の
活
動
報
告
、

選
挙
や
地
域
の
政
治
の
動
き
、情
報
、ご
意
見
、

な
ん
で
も
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。（
一
本
に
つ
い

て
一
二
〇
〇
字
〜
一
六
〇
〇
字
）

宛
先
：1pyodekaeru@

gm
ail.com

郵
便
：
〒162-0823　

東
京
都
新
宿
区
神
楽
河
岸
１
の
１

東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

　
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

No.  

45

FAX

：03-5684-1412

☆
カ
ン
パ
の
お
願
い

私
た
ち
の
活
動
に
賛
同
す
る
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ

カ
ン
パ
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
お
願
い

い
た
し
ま
す
！

郵
便
振
替
口
座
：

記
号
番
号　

00110-6-420003

口
座
名
称　
一
票
で
変
え
る
女
た
ち
の
会　

イ
ッ
ピ
ョ
ウ
デ
カ
エ
ル
オ
ン
ナ
タ
チ
ノ
カ
イ

銀
行
等
か
ら
振
り
込
む
場
合
：

店
名（
店
番
）　
〇
一
九（
ゼ
ロ
イ
チ
キ
ュ
ウ
）

店　
（019

）

預
金
種
目　
当
座

口
座
番
号　

0420003



9

　　　　-------------------------------------------------------------FB から ----------------------------------------------------------------
FB 掲載日 ( 逆順）

2/28	 	安倍首相の独断 “休校要請” に非難殺到！	親に負担押し付けの一方、コロナ対策費は足りてると 153
億円のまま！	韓国は 1兆円以上なのに（LITE-RA.COM）

2/26	 	「検査が遅いのは厚労省側のウラが？」新型コロナ対策で「NEWS23」上昌広さんの辛口解説を聞け！ 
（YAH00 ニュース）

2/25	 	新型コロナ検査について韓国と日本を比較。韓国の感染者累計 977 人 : 検査数累計 40,304 人（2月
25日時点）。日本の感染者累計 126 人：検査数累計 913 人 +?（2月 24日時点）異様な少なさ、と医
療ガバナンス研究所　上昌弘理事長。(2 月 25 日放映のニュース 23。個人の FB より )

2/13	 	「10 年以上尽くしたのに、まるで使い捨て」　テレビ朝日『報ステ』社外スタッフとの契約終了に、抗
議の集会 -- テレビ朝日は派遣契約スタッフとの契約を更新しないことを認めた上で、「『派遣打ち切り』
などの指摘はあたらないと考えております」と説明している。（HUFFPOST、表現のこれから、湊彬子
さんの記事から）

2/13	 	フラワーデモ -- 月を経るごとに広がりを見せる「性暴力を許さない」フラワーデモ。2月 11日には全
国 40都道府県で開催されたという。東京駅行幸通りでは寒さ厳しいなか大勢の人が参加。2020 年の
春見直しが検討される予定の刑法性犯罪について多くの発言者が改正の実現を訴えた。昨年から始まっ
た性犯罪における刑法改正を求める法務大臣あてのネット署名は現在 8万筆を超えている。

	 署名活動は 10万筆目指して継続中。まだの方はぜひ！
 https://www.flowerdemo.org/
 http://www.jcp.or.jp/…/aik19/2020-02-12/2020021201_02_1.html
 https://www.change.org/p/ 法務大臣へ - 性犯罪における刑法改正を求めます

2/7	 	筑波大学（国立大学協会	会長校）の大規模軍事研究に抗議し、その中止を求める！（CHANGE.
ORG））

1/31	 	35 歳の若さでフィンランド首相に就任したサンナ・マリン氏。３人目の女性首相となる彼女にとって、
未来の政治と社会のあるべき姿とは？ -1月 23日世界経済フォーラム（ダボス会議）におけるマリン氏。
インタビュアーは	ジャーナリストのファリド・ザカリア氏（Brut Japan）

1/29	慰安婦「兵 70人に 1人」と記述 -- 外務省文書、軍関与を補強（共同通信 12 月 6 日 )

1/26	「あと 20年」中村さんの遺志継ぐ若者を　ペシャワール会が職員募集（西日本新聞社）


